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産業建設常任委員会委員長報告 (25．3．28) 

 産業建設常任委員会に付託されました議案について、審査の経

過概要とその結果を報告します。 

まず、第３号議案 平成２５年度亀岡市簡易水道事業特別会計

予算は、施設維持管理経費及び配水管布設替工事費等が主なもの

であり、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決す

べきものと決定しました。 

次に、第５号議案 平成２５年度亀岡市地域下水道事業特別会

計予算は、施設維持管理経費及び薭田野町天川地区における管路

改築工事等が主なものであります。 

採決に先立ち、第２段階目の使用料改定に係る反対討論、賛成

討論がありましたが、採決の結果は、多数をもって原案可決すべ

きものと決定しました。 

次に、第９号議案 平成２５年度亀岡市上水道事業会計予算は、

平成２５年度の事業完了をめざし引き続き実施する畑野町の水道

未普及地域解消事業に係る配水管布設工事や上水道安定供給に向

け実施する平和台配水池系送配水管整備工事等が主なものであり

ます。 
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採決に先立ち、第２段階目の料金改定に係る反対討論、賛成討

論がありましたが、採決の結果は、多数をもって原案可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１０号議案 平成２５年度亀岡市下水道事業会計予算

は、薭田野町等における汚水管渠整備、年谷浄化センターの増改

築工事等を計画的に実施しようとするものであります。 

採決に先立ち、第２段階目の使用料改定に係る反対討論、賛成

討論がありましたが、採決の結果は、多数をもって原案可決すべ

きものと決定しました。 

なお、上下水道事業における料金及び使用料の収納については、

公平性や財源確保の上からも、収納率の向上に一層努められるよ

う望むものです。 

次に、第４９号議案から第５６号議案までの８議案は「地域の

自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律」、いわゆる地域主権改革一括法の施行に

伴い、条例委任及び権限移譲された事項について、関係する条例

を制定又は一部改正するものです。 
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第４９号議案 亀岡市都市公園条例の一部改正は、住民１人当

たりの都市公園の敷地面積の標準、都市公園の配置及び規模の基

準並びに公園施設の設置基準を定めようとするものであり、別段

異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決

定しました。 

次に、第５０号議案 亀岡市高齢者、障害者等の移動等の円滑

化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例

の制定は、市が管理する都市公園について、移動等円滑化のため

に必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めるものであり、

別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきもの

と決定しました。 

次に、第５１号議案 亀岡市道路の構造の基準に関する条例の

制定は、市が管理する市道を新設又は改築する場合における道路

の構造の一般的技術的基準を定めるものであり、別段異論なく、

採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

次に、第５２号議案 亀岡市高齢者、障害者等の移動等の円滑

化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定は、

市が管理する市道について、移動等円滑化のために必要な道路の
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構造に関する基準を定めるものであり、別段異論なく、採決の結

果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

次に第５３号議案 亀岡市道路標識の寸法に関する条例の制定

は、市が管理する市道に設ける道路標識のうち、案内標識及び警

戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法を定めるもので

あり、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべ

きものと決定しました。 

次に第５４号議案 亀岡市準用河川に係る河川管理施設等の構

造の基準に関する条例の制定は、市が管理する準用河川に係る河

川管理施設又は工作物の構造について、一般的技術的基準を定め

るものであり、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案

可決すべきものと決定しました。 

次に第５５号議案 亀岡市市営住宅等の整備基準に関する条例

の制定は、市営住宅及び共同施設の整備基準を定めるものであり、

別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきもの

と決定しました。 

次に第５６号議案 亀岡市市営住宅管理条例の一部改正は、市
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営住宅への入居者資格及び同居を承認する要件を定めるものであ

り、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべき

ものと決定しました。 

なお、これら地域主権改革一括法の施行による権限移譲に伴い、

必要とする財源の確保に努め、適切に事務を執行するよう望むも

のです。 

次に第５８号議案 町の区域の設定並びに町の区域及び名称の

変更については、土地区画整理事業の施行に伴い、篠町夕日ケ丘

三丁目を設定し、並びに篠町の一部の区域及び名称を変更するも

のであり、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決

すべきものと決定しました。 

次に第５９号議案 市道路線の認定及び廃止については、開発

に伴うものなど１８路線を認定し、７路線を廃止しようとするも

のであり、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決

すべきものと決定しました。 

以上、簡単ではありますが、本委員会の報告といたします。 
















